
（平成２６年９月１０日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認関東地方第三者委員会神奈川地方事務室分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 6 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 4 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 3 件

国民年金関係 3 件



 

関東神奈川国民年金 事案 7269 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 55 年４月から同年 12 月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 52年 11月から 55年３月まで 

            ② 昭和 55年４月から同年 12月まで 

            ③ 昭和 56年１月から 57年２月まで 

            ④ 昭和 57年３月から 61年３月まで 

   私が 20 歳になった昭和 52 年＊月頃に、私の母親が、区役所で私の国民

年金の加入手続を行ってくれた。 

私が結婚するまでの、申立期間①、②及び③の国民年金保険料について

は、母親が、３か月ごとに自宅に来ていた集金人に納付していたと母親か

ら聞いている。 

申立期間④は、私が結婚した後の期間で、私又は夫が、国民年金の納付

済期間が途切れることなく、国民年金保険料を納付していたはずである。 

私の年金手帳では、申立期間は、国民年金の強制加入被保険者期間とな

っているにもかかわらず、申立期間①が未納期間とされ、申立期間②、③

及び④が未加入期間とされていることに納得できない。 

 

 

 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間②について、申立人の特殊台帳によると、「保険料に関する記

録」欄において、当該期間の国民年金保険料が納付されていた事実を確認

することができる。 

また、オンライン記録によると、申立期間②の国民年金保険料について、

「厚生年金保険等加入」を理由とし、昭和 62 年５月 14 日付けで還付決議

が行われ、同年５月 22 日に申立人に還付された記録が確認できるが、申立

人が当該期間に他の被用者年金制度の被保険者となった形跡は見当たらず、

  



 

ほかに当該期間において国民年金の被保険者資格を喪失する理由もうかが

えないことから、当該期間は国民年金の被保険者となるべき期間であり、

当該期間については納付済期間とする必要がある。 

 

  ２ 一方、申立期間①について、申立人は、申立人が 20 歳になった昭和 52

年＊月頃に、母親が、区役所で申立人の国民年金の加入手続を行い、当該

期間の国民年金保険料を３か月ごとに自宅に来ていた集金人に納付してい

たと述べているが、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号が付与さ

れた任意加入被保険者の資格取得日から、申立人の国民年金の加入手続が

行われたのは、55年６月頃と推認され、申立内容と一致しない。 

また、推認される申立人の国民年金の加入手続時点において、申立期間

①の国民年金保険料を、過年度納付及び第３回特例納付により納付するこ

とができるが、制度上、集金人に保険料を過年度納付及び特例納付により

納付することはできない上、母親も、保険料を遡って納付した記憶は無い

としている。 

さらに、申立期間①当時、申立人の主張のとおり当該期間の国民年金保

険料を現年度納付するには、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出

されている必要があるが、申立人は当該期間の始期から手帳記号番号が払

い出された時期までを通じて同一区内に居住しており、別の手帳記号番号

が払い出されていることをうかがわせる事情は見当たらず、その形跡も無

い。 

申立期間③について、申立人は、母親が当該期間の国民年金保険料を、

集金人に納付していたと述べているが、ⅰ）申立人の特殊台帳において、

当該期間について過年度納付書が発行されていることが確認でき、当該期

間当時は未納であったと考えられること、ⅱ）制度上、集金人に当該期間

の保険料を過年度納付により納付することはできないこと、ⅲ）母親も、

保険料を遡って納付した記憶は無いとしていることから、申立内容と一致

しない。 

申立期間④について、申立人は、自身又は夫が当該期間の国民年金保険

料を納付していたはずであると述べているが、申立人及び夫は、当該期間

の保険料の納付方法、納付金額等の具体的記憶が無いことから、当該期間

の保険料の納付状況が不明である。 

また、申立期間④は、申立人が結婚して転居した後の期間であり、夫が

厚生年金保険の被保険者であることから、申立人が国民年金に加入してい

たとすれば任意加入被保険者となるべき期間であるが、申立人が任意加入

被保険者となった記録は認められない上、当該期間は、49 か月に及び、こ

れだけ長期間にわたる事務処理を複数の行政機関が続けて誤るとは考え難

い。 

  



 

そのほか、申立人が申立期間①、③及び④の国民年金保険料を納付して

いたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、当該期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

     

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 55 年４月から同年 12 月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 

 

  



 

関東神奈川国民年金 事案 7270 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 59 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年１月から同年３月まで 

 私は、昭和 53 年２月に、地域の民生委員宅において、国民年金の加入手

続を行った。申立期間の国民年金保険料については、納付時期、納付場所、

納付方法及び納付金額についての記憶は無いが、支払うべきものはきちん

と支払っていた。 

 申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 53 年２月に国民年金の加入手続を行ったと主張していると

ころ、申立人の加入手続時期は、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番

号が付与された任意加入被保険者の資格取得日から同年２月と推認されるこ

とから、申立人の主張と一致する。 

また、申立人は、国民年金へ加入して以降、申立期間を除いて昭和 61 年４

月に第３号被保険者となる前月までの国民年金保険料を全て納付しており、

当該期間は３か月と短期間である上、当該期間の前後を通じて住所地及び夫

の職業に変更は無く、国民年金任意加入被保険者であった申立人が、当該期

間の保険料を納付しなかったと考えるのは不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 9040 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたと認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を

17 万 3,000 円に訂正することが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 45 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 15 年 12 月 19 日 

  私は、Ａ社から申立期間に賞与の支払を受け、厚生年金保険料も控除

されていたにもかかわらず、当該賞与に係る厚生年金保険の記録が無い

ので、記録を訂正してほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された預金通帳の写しにより、申立人が申立期間におい

て賞与の支給を受けたことが認められる。 

 また、Ａ社は、申立期間において、申立人に対し賞与を支給し厚生年金

保険料を控除した旨回答している。 

 さらに、同僚が所持する賞与明細書から、当該同僚は賞与支給額に見合

った厚生年金保険料を控除されていることが確認できる。 

 これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間においてＡ社から賞

与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められる。 

 また、申立期間の標準賞与額については、上記預金通帳における賞与振

込額から推認できる賞与支給額及び厚生年金保険料控除額から、17 万

3,000 円とすることが妥当である。 

 なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は不明としており、このほかにこれを確認できる関連資料

及び周辺事情が見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得な

  

  

  

  

  

  



                      

い。 

  また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見

当たらないことから、行ったとは認められない。 

 

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 9041 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたことが認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録

を、平成 15 年７月 23 日は 18 万 4,000 円、同年 12 月３日は 15 万円、16

年７月 26 日は 12 万円、同年 12 月７日は 16 万 1,000 円、18 年７月 31 日

は 16 万 2,000 円に訂正することが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 37 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 15 年７月 23 日 

           ② 平成 15 年 12 月３日 

           ③ 平成 16 年７月 26 日 

           ④ 平成 16 年 12 月７日 

           ⑤ 平成 18 年７月 31 日 

  私がＡ社に勤務していた期間のうち、申立期間に支払われた賞与につ

いて、厚生年金保険被保険者記録が無い。当該賞与から厚生年金保険料

が控除されていたと思うので、厚生年金保険の記録を訂正してほしい。 

  

  

  

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   金融機関が保有する申立期間に係る申立人の「預金元帳」により、申立

人は、当該期間にＡ社から賞与の支給を受けていたことが確認できる。 

 また、複数の同僚から提出された申立期間に係る賞与支給明細書により、

これらの同僚は、いずれも賞与額に見合う厚生年金保険料が控除されてい

ることが確認できる上、申立人を記憶している複数の同僚は、「申立人の

申立期間の賞与額は分からないが、申立人が賞与を支給されているのであ

れば、厚生年金保険料は控除されていたと思う。」と供述している。 

 これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間において、事業主に

より賞与から厚生年金保険料を控除されていたものと認められる。 

 

  

  

 



                      

   また、申立人の申立期間の標準賞与額については、上記の「預金元帳」

により推認される厚生年金保険料控除額から、申立期間①は 18 万 4,000

円、申立期間②は 15 万円、申立期間③は 12 万円、申立期間④は 16 万

1,000 円、申立期間⑤は 16 万 2,000 円とすることが妥当である。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、申立期間①から③までにおいてＡ社の代表取締役であった者のう

ちの一人は、賞与支払届の届出及び保険料の納付は不明としているが、多

数の者が申立期間において賞与の支給を受け、その所持する賞与支給明細

書から保険料の控除が確認できるにもかかわらず、申立期間において標準

賞与額の記録がある者が存在しないこと、Ｂ厚生年金基金及びＣ健康保険

組合が「平成 15 年から 18 年までの期間においては、申立てに係る事業所

の全被保険者について賞与の記録は無い。」と回答していることから、事

業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に提出してお

らず、その結果、社会保険事務所は、申立人の申立期間に係る保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

 

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 9042 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたと認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を７

万 8,000 円に訂正することが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 46 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 15 年 12 月 19 日 

  私は、Ａ社から申立期間に賞与の支払を受けたが、当該賞与に係る厚

生年金保険の記録が無いので、記録を訂正してほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された預金通帳の写しにより、申立人が申立期間におい

て賞与の支給を受けたことが確認できる。 

 また、Ａ社は、申立期間において、申立人に対し賞与を支給した旨回答

している。 

 さらに、同僚が所持する賞与明細書から、当該同僚は賞与支給額に見合

った厚生年金保険料を控除されていることが確認できる。 

 これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間においてＡ社から賞

与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められる。 

 また、申立期間の標準賞与額については、上記預金通帳における賞与振

込額から推認できる賞与支給額及び厚生年金保険料控除額から、７万

8,000 円とすることが妥当である。 

 なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は不明としており、このほかにこれを確認できる関連資料

及び周辺事情が見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得な

い。 

  

  

  

  

  

  



                      

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見

当たらないことから、行ったとは認められない。 

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 9043 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被

保険者資格の喪失日に係る記録を昭和 62 年 12 月１日に訂正し、申立期間

の標準報酬月額を 26 万円とすることが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62 年 11 月 21 日から同年 12 月１日まで 

  申立期間は、Ａ社からＢ社（現在は、Ｃ社）に社命により異動した時

期である。継続して勤務していたので、申立期間について、厚生年金保

険の被保険者期間として認めてほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の同僚及び同社の顧問税理士の供述により、申立人は、申立期間に

同社に継続して勤務していたことが認められる。 

   また、Ａ社からＢ社に同時期に異動した複数の同僚は、「申立人は、両

社において同一の業務に継続して従事していた。」と供述している。 

   さらに、上記の顧問税理士は、確認できる資料は無いものの、申立期間

は会社都合による異動でもあり、継続して保険料を控除していた可能性が

高い旨供述している。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る昭和

62 年 10 月のオンライン記録から、26 万円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、事業主は、「当時の資料は保存されていな

  



                      

いため不明である。」と回答しており、このほかに確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

  また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及

び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。

 

 

  



 

関東神奈川国民年金 事案 7271 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 39年２月から同年７月までの期間及び 41年１月から 62年２

月までの期間の国民年金保険料については、還付されていないものと認める

ことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年２月から同年７月まで 

            ② 昭和 41年１月 

            ③ 昭和 41年２月から 62年２月まで 

   私は、昭和 36 年２月頃、夫に勧められ、国民年金の加入手続を町役場で

行った。加入手続後、夫が、私の 60 歳までの全期間の国民年金保険料を、

金融機関で前納してくれ、その領収証書等を渡された。 

   前納した国民年金保険料のうち、申立期間①、②及び③の保険料が還付

とされているが、記録されているような還付金は受け取っていないので、

今から還付してほしい。 

 

 

 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間①、②及び③の国民年金保険料の還付手続を行ったこ

とや通知書等を受け取った記憶は無いと述べているが、申立人の所持する領

収証書等により、当該期間の保険料を納付していたことは確認できるものの、

オンライン記録において、当該期間は被用者年金制度の被保険者であったこ

とが確認できることから、制度上、当該期間の保険料が、還付されているこ

とに不自然さは見られない。 

また、申立人は、申立期間①、②及び③の国民年金保険料の還付金を受け

取った記憶は無いと主張しているが、ⅰ）オンライン記録によると、申立期

間①及び②に係る還付金を、申立人の預金口座へ振込支払する旨の記録が確

認できる上、当該預金口座を管理する金融機関から提出された預金取引明細

書においても、当該期間の還付金が振り込まれていることが確認できること、

ⅱ）申立人の特殊台帳によると、申立期間③の保険料の還付期間、還付金額

  



 

等が明確に記載されていることが確認できることなどから、申立期間①、②

及び③の保険料の還付に不自然さは見られない。 

さらに、申立期間①、②及び③に係る国民年金保険料が還付されていない

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を還付されていないものと認め

ることはできない。 

  



 

関東神奈川国民年金 事案 7272 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 63 年６月から平成２年８月までの期間及び４年５月から５年

11 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 63年６月から平成２年８月まで 

            ② 平成４年５月から５年 11月まで 

   私の母親が、昭和 63 年６月頃に、私の国民年金の加入手続を区役所で行

った。 

申立期間の国民年金保険料については、両親は、納付した保険料額等の

記憶は無いと言っているが、父親又は母親が、納付書により毎月区役所で

納付していた。 

申立期間の国民年金保険料が未納となっていることに納得がいかない。 

 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納付に直接関与して

おらず、当該手続又は申立期間の保険料の納付を行ってくれていたとする申

立人の父親及び母親は、加入手続時期及び保険料の納付額等の記憶が明確で

ないことから、申立人の国民年金の加入状況及び当該期間の保険料の納付状

況が不明である。 

また、申立人は、昭和 63 年６月頃に、母親が国民年金の加入手続を行った

と述べているが、申立人の国民年金の加入手続時期は、申立人の国民年金手

帳記号番号の前の番号が付与された 20 歳到達の強制加入被保険者の資格取得

日等から、平成７年 11 月ないし同年 12 月と推認されることから、申立人の

国民年金の加入手続時期についての主張と一致しない。 

さらに、前述の推認される加入手続時点において、申立期間①及び②のほ

とんどの期間の国民年金保険料は、時効により納付することができない上、

当該期間の保険料を納付するためには別の国民年金手帳記号番号が払い出さ

  



 

れている必要があるが、当該期間の前後を通じて同一区内に住民登録してい

た申立人に対して、別の手帳記号番号が払い出されていることをうかがわせ

る事情は見当たらず、その形跡も無い。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

  これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

  



 

関東神奈川国民年金 事案 7273（事案 6786及び 7114の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48年８月から 49年３月までの期間及び同年５月から 50年１

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 48年８月から 49年３月まで 

            ② 昭和 49年５月から 50年１月まで 

   私は、私の母親が、私の国民年金の加入手続及び厚生年金保険から国民

年金への切替手続を行い、申立期間①及び②の国民年金保険料を町役場又

は郵便局で納付していたはずであるとして、これまで２回にわたり申立て

を行ったが、記録の訂正は認められなかった。 

今回、私の兄から、母親が郵便局で申立期間の国民年金保険料を納付し

ていたとの新たな証言が得られたので、改めて申立てを行う。 

 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、これまで２回にわたり、年金記録確認Ａ地方第三者委員会（当

時）及び年金記録確認Ｂ地方第三者委員会に申立てを行っているが、ⅰ）申

立人は、国民年金の加入手続及び申立期間の国民年金保険料の納付に直接関

与しておらず、当該手続及び申立期間の保険料の納付を行ってくれていたと

する申立人の母親は、既に他界していることから、国民年金の加入状況及び

保険料の納付状況等が不明であること、ⅱ）申立人の国民年金被保険者名簿

等によると、申立人の国民年金の加入手続時期及び被保険者資格取得日は、

昭和 55 年５月１日となっていることから、当該期間は国民年金の未加入期

間である上、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されていた形跡も

見当たらないこと等を理由として、既に年金記録確認Ａ地方第三者委員会及

び年金記録確認Ｂ地方第三者委員会の決定に基づき、平成 24 年７月 11 日付

け及び 25 年 10 月２日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行わ

れている。 

  



 

今回、申立人から新たな証言者として申出のあった申立人の兄は、「几帳

面な母親は、妹（申立人）の将来を心配していたので、妹が 20 歳になった頃、

妹の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付していたのではない

かと思う。」と述べているが、申立人の国民年金の加入手続や申立期間の保

険料の納付に関する具体的な事実については、何も承知していないことから、

本証言を記録訂正につながる新たな情報として認めることはできない。 

そのほかに、年金記録確認Ａ地方第三者委員会及び年金記録確認Ｂ地方第

三者委員会のこれまでの決定を変更すべき新たな事情も見当たらないことか

ら、申立人の母親が、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 

 

  




